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こども計画の必須記載事項の追加及び指標の修正について 

 

１ 概要 

 令和７年（２０２５年）３月に策定した東海市こども計画は、子ども・子育て支

援事業計画を内包する計画です。国の基本指針の改正により、市町村子ども・子育

て支援事業計画に必須記載事項が追加されたため、必須記載事項について検討を行

うものです。 

 また、指標の一部に誤りがあったため、基準値の数値を改めるものです。 

 

２ 必須記載事項の追加について 

  必須記載事項 

   国の基本指針の改正に伴う必須記載事項は、以下のとおりです。 

  ア 各年度における乳児等通園支援の量の見込み並びに実施しようとする乳児等

通園支援の提供体制の確保の内容及びその実施時期 

  イ 子どものための教育・保育給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・

保育の推進に関する体制の確保の内容 

  ウ 乳児等のための支援給付に係る教育・保育等の一体的提供及び当該教育・保

育等の推進に関する体制の確保の内容 

  エ 各年度の当該教育・保育提供区域における特定地域型保育事業所に係る第十

九条第二号に掲げる小学校就学前子ども（満三歳以上限定小規模保育を利用す

るものに限る。）の必要利用定員総数（当分の間、各市町村の判断により、既に

市町村子ども・子育て支援事業計画において定められた同条第２号に掲げる小

学校就学前子どもに係る教育・保育の量の見込みに満三歳以上限定小規模保育

に係る必要利用定員総数を含めることとし、教育・保育の量の見込みに係る部

分について、市町村子ども・子育て支援事業計画の変更を不要とすることも差

し支えないもの） 

  追加記載事項 

  ア 乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の量の見込みの算定にあたっ

ての考え方 

第５章４（１７）乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）に「量の見
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込みの算定に当たっての考え方」を追加しました。 

   

 

 

 

イ 乳児等のための支援給付における教育・保育等の一体的提供やその推進体制

等の確保 

    第５章７に「乳児等のための支援給付における教育・保育等の一体的提供や

その推進体制等の確保」を追加しました。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 指標の修正について 

基本目標５の成果指標「公立保育園、民間保育所などの待機児童数」について、

第７次総合計画から「１年間で入所を希望しているが待機となった児童数（実人数）」

を用いていますが、こども計画では第６次総合計画まで用いていた「１年間で入所

を希望しているが待機となった児童数（４月１日及び１０月１日現在の人数）」とな

っているため、上位計画である第７次総合計画との整合性を図り、基準値の数値を

改めるものです。 

〇 公立保育園、民間保育所などの待機児童数 

正 誤 

１７人 ８人 


